
聖

籠

町

子

ど

も

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

平

成

二

十

六

年

三

月

十

二

日

 

聖

籠

町

長

 
 
 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 
 

 

聖

籠

町

条

例

第

十

号

 
聖

籠

町

子

ど

も

条

例

 

目

次

 

 

前

文

 

 

第

一

章

 

総

則

（

第

一

条

―

第

三

条

）

 

 

第

二

章

 

責

務

（

第

四

条

―

第

八

条

）

 

 

第

三

章

 

町

の

施

策

（

第

九

条

―

第

十

四

条

）

 

 

第

四

章

 

推

進

体

制

（

第

十

五

条

―

第

十

六

条

）

 

附

則

 

子

ど

も

は

、

社

会

の

希

望

で

あ

り

、

未

来

を

つ

く

る

存

在

で

あ

り

ま

す

。

 

次

代

の

社

会

を

担

う

子

ど

も

が

、

夢

と

希

望

を

持

ち

、

心

身

と

も

に

健

や

か

に

育

つ

こ

と

を

支

え

る

こ

と

は

、

子

ど

も

や

保

護

者

の

幸

せ

に

つ

な

が

る

こ

と

は

も

と

よ

り

、

未

来

の

活

力

あ

る

地

域

社

会

の

創

造

に

大

き

く

貢

献

す

る

も

の

で

す

。

 

し

か

し

、

近

年

、

核

家

族

化

や

少

子

高

齢

化

の

進

展

、

地

域

の

つ

な

が

り

の

希

薄

化

に

よ

り

、

子

ど

も

を

見

守

る

地

域

の

力

が

低

下

し

て

き

て

お

り

、

子

育

て

の

負

担

や

不

安

、

孤

立

感

が

高

ま

っ

て

い

ま

す

。

こ

う

し

た

中

、

児

童

虐

待

や

い

じ

め

が

増

加

す

る

な

ど

、

子

ど

も

の

心

身

が

健

や

か

に

育

つ

環

境

が

損

な

わ

れ

、

こ

れ

が

更

な

る

少

子

化

の

進

行

と

そ

れ

に

伴

う

経

済

の

停

滞

や

地

域

社

会

の

活

力

低

下

な

ど

、
様

々

な

分

野

に

影

響

を

及

ぼ

す

こ

と

が

懸

念

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 

こ

の

よ

う

な

状

況

に

歯

止

め

を

か

け

、

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

の

重

要

性

に

対

す

る

関

心

や

理

解

を

深

め

、

家

庭

、

学

校

、

地

域

、

事

業

者

な

ど

社

会

全

体

が

そ

れ

ぞ

れ

の

役

割

を

果

た

し

、

未

来

の

聖

籠

町

を

担

う

子

ど

も

た

ち

が

、

そ

れ

ぞ

れ

の

発

達

段

階

に

応

じ

て

、

の



び

の

び

健

や

か

に

成

長

し

、

保

護

者

が

子

育

て

に

喜

び

を

感

じ

、

い

き

い

き

と

し

た

活

力

あ

る

ま

ち

と

な

る

こ

と

を

目

指

し

、

こ

の

条

例

を

制

定

す

る

も

の

で

す

。

 

 
 

 
第

一

章

 

総

則

 

（

目

的

）

 

第

一

条

 

こ

の

条

例

は

、

聖

籠

町

の

子

ど

も

の

育

成

に

関

し

、

基

本

理

念

を

定

め

、

保

護

者

、

町

民

等

、

学

校

等

、

事

業

者

及

び

町

の

そ

れ

ぞ

れ

の

責

務

を

明

ら

か

に

す

る

と

と

も

に

、

子

育

て

支

援

に

関

す

る

町

の

施

策

の

基

本

的

事

項

を

一

体

的

か

つ

総

合

的

に

定

め

、

も

っ

て

子

ど

も

の

健

や

か

な

成

長

と

最

善

の

利

益

を

実

現

す

る

社

会

づ

く

り

に

寄

与

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

条

例

に

お

い

て

子

ど

も

と

は

、

お

お

む

ね

十

八

歳

未

満

の

者

を

い

う

。

 

２

 

こ

の

条

例

に

お

い

て

町

民

等

と

は

、
町

に

居

住

す

る

者

並

び

に

町

内

で

働

く

者

、

学

ぶ

者

及

び

活

動

す

る

者

を

い

う

。

 

３

 

こ

の

条

例

に

お

い

て

学

校

等

と

は

、
学

校

、
こ

ど

も

園

、
保

育

所

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

施

設

を

い

う

。

 

４

 

こ

の

条

例

に

お

い

て

事

業

者

と

は

、

町

内

で

事

業

活

動

を

行

う

者

を

い

う

。

 

（

基

本

理

念

）

 

第

三

条

 

子

ど

も

の

健

や

か

な

成

長

を

社

会

全

体

で

支

援

す

る

た

め

、

保

護

者

、

町

民

等

、

学

校

等

、

事

業

者

及

び

町

が

一

体

と

な

り

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

基

本

理

念

と

し

て

推

進

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一

 

心

身

と

も

に

健

や

か

に

成

長

す

る

た

め

、

子

ど

も

の

最

善

の

利

益

が

考

慮

さ

れ

る

こ

と

。

 

二

 

社

会

全

体

で

保

護

者

を

支

え

、

家

庭

に

お

け

る

子

育

て

の

不

安

、

孤

立

感

を

和

ら

げ

、

親

と

し

て

の

成

長

を

支

援

し

、

子

育



て

や

子

ど

も

の

成

長

に

喜

び

を

感

じ

ら

れ

る

よ

う

な

環

境

づ

く

り

を

行

う

こ

と

。

 
三

 
保

護

者

、
町

民

等

、
学

校

等

、
事

業

者

及

び

町

が

、
各

自

が

担

う

必

要

不

可

欠

な

役

割

及

び

責

務

を

自

覚

し

、

相

互

の

連

携

及

び

協

力

の

下

で

取

り

組

む

こ

と

。

 

四

 

保

健

、
福

祉

、
教

育

そ

の

他

の

あ

ら

ゆ

る

分

野

に

お

い

て

、
総

合

的

に

取

り

組

む

こ

と

。

 

第

二

章

 

責

務

 

（

保

護

者

の

責

務

）

 

第

四

条

 

保

護

者

は

、

子

ど

も

に

と

っ

て

家

庭

が

教

育

の

原

点

で

あ

り

、

出

発

点

で

あ

る

こ

と

を

認

識

し

、

子

ど

も

が

健

や

か

で

豊

か

な

人

間

性

を

育

む

基

礎

と

な

る

基

本

的

な

生

活

習

慣

及

び

社

会

規

範

の

定

着

を

図

る

と

と

も

に

、

心

身

と

も

に

安

ら

ぎ

、

子

ど

も

の

よ

り

ど

こ

ろ

と

な

る

家

庭

環

境

づ

く

り

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 

２

 

保

護

者

は

、
集

団

生

活

を

通

し

て

子

ど

も

の

社

会

性

が

育

ま

れ

る

よ

う

地

域

や

学

校

等

と

連

携

を

図

る

も

の

と

す

る

。

 

（

町

民

等

の

責

務

）

 

第

五

条

 

町

民

等

は

、

地

域

が

子

ど

も

の

豊

か

な

人

間

性

を

育

む

貴

重

な

場

で

あ

る

と

と

も

に

、

社

会

の

一

員

と

し

て

の

役

割

及

び

社

会

規

範

を

自

覚

す

る

た

め

の

実

践

の

場

で

も

あ

る

こ

と

を

認

識

し

、

地

域

社

会

に

お

け

る

子

ど

も

の

健

全

な

育

成

及

び

そ

れ

に

ふ

さ

わ

し

い

環

境

づ

く

り

に

主

体

的

に

取

り

組

む

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

町

民

等

は

、
地

域

社

会

が

有

す

る

子

育

て

に

関

す

る

知

識

又

は

経

験

の

提

供

、

地

域

社

会

に

よ

る

見

守

り

な

ど

、

子

育

て

を

行

う

保

護

者

に

対

す

る

支

援

及

び

子

育

て

の

補

完

の

機

能

を

積

極

的

に

発

揮

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

学

校

等

の

責

務

）

 

第

六

条

 

学

校

等

は

、
集

団

生

活

を

通

し

て

、
確

か

な

学

力

の

定

着

、



豊

か

な

人

間

性

の

育

成

及

び

健

康

・

体

力

の

増

進

を

柱

と

す

る

生

き

る

力

を

育

成

す

る

と

と

も

に

、

保

護

者

及

び

町

民

等

と

の

連

携

を

積

極

的

に

図

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

事

業

者

の

責

務

）

 

第

七

条

 

事

業

者

は

、

そ

の

活

動

が

子

ど

も

の

育

成

及

び

社

会

に

与

え

る

影

響

を

考

慮

し

、

子

ど

も

が

健

や

か

に

育

つ

た

め

の

安

全

で

良

好

な

環

境

の

創

出

及

び

維

持

に

常

に

配

慮

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

事

業

者

は

、

事

業

所

で

働

く

保

護

者

が

そ

の

子

ど

も

と

の

か

か

わ

り

を

深

め

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

配

慮

す

る

と

と

も

に

、

町

民

等

及

び

学

校

等

が

行

う

子

ど

も

の

育

成

に

関

す

る

活

動

に

積

極

的

に

協

力

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

町

の

責

務

）

 

第

八

条

 

町

は

、

基

本

理

念

に

の

っ

と

り

、

子

育

て

支

援

に

関

す

る

施

策

を

総

合

的

か

つ

計

画

的

に

実

施

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

町

は

、

子

育

て

支

援

を

総

合

的

に

実

施

す

る

主

体

と

し

て

、

保

護

者

、

町

民

等

、

学

校

等

及

び

事

業

者

が

そ

れ

ぞ

れ

の

責

務

を

果

た

し

、

連

携

で

き

る

よ

う

調

整

を

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

第

三

章

 

町

の

施

策

 

（

子

ど

も

・

子

育

て

家

庭

へ

の

支

援

）

 

第

九

条

 

町

は

、
基

本

理

念

に

の

っ

と

り

、
子

ど

も

の

発

達

段

階

に

応

じ

た

質

の

高

い

教

育

・

保

育

を

提

供

し

、

子

ど

も

・

子

育

て

家

庭

を

支

援

す

る

た

め

、

次

に

掲

げ

る

施

策

を

講

じ

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

幼

保

一

体

化

に

よ

る

質

の

高

い

幼

児

期

の

学

校

教

育

・

保

育

の

提

供

 

二

 

家

庭

に

お

け

る

養

育

支

援

の

充

実

 

三

 

延

長

保

育

、

預

か

り

保

育

、

一

時

預

か

り

、

放

課

後

児

童

ク

ラ

ブ

な

ど

、

多

様

な

保

育

需

要

に

応

じ

た

保

育

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

 

四

 

育

児

サ

ー

ク

ル

活

動

の

支

援

、

子

育

て

に

関

す

る

地

域

の

ネ



ッ

ト

ワ

ー

ク

づ

く

り

 

五
 

世

代

間

交

流

の

推

進

や

ひ

と

り

親

家

庭

に

対

す

る

自

立

支

援

 
六

 
保

健

、

医

療

、

福

祉

、

教

育

等

の

円

滑

な

連

携

に

よ

る

要

保

護

児

童

施

策

の

充

実

 

（

健

康

の

確

保

及

び

増

進

）

 

第

十

条

 

町

は

、

家

庭

訪

問

、

健

康

相

談

そ

の

他

の

保

健

施

策

を

充

実

し

、

子

ど

も

及

び

保

護

者

の

健

康

の

確

保

及

び

増

進

を

図

る

も

の

と

す

る

。

 

（

教

育

環

境

の

整

備

）

 

第

十

一

条

 

町

は

、

子

ど

も

を

健

や

か

に

育

む

た

め

、

安

心

で

安

全

な

活

動

が

で

き

る

場

所

を

整

え

、

発

達

段

階

に

応

じ

た

質

の

高

い

教

育

環

境

の

整

備

を

促

進

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

子

育

て

と

仕

事

の

両

立

の

推

進

）

 

第

十

二

条

 

町

は

、

就

労

す

る

保

護

者

が

安

心

し

て

働

け

る

よ

う

、

事

業

者

に

子

育

て

環

境

の

整

備

に

つ

い

て

啓

発

を

行

う

と

と

も

に

、

乳

幼

児

期

か

ら

学

童

期

を

通

し

て

、

発

達

段

階

に

応

じ

た

多

様

な

保

育

サ

ー

ビ

ス

等

を

充

実

し

、

子

育

て

と

仕

事

の

両

立

を

推

進

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

相

談

支

援

体

制

の

充

実

）

 

第

十

三

条

 

町

は

、

乳

幼

児

期

か

ら

大

人

に

な

る

ま

で

の

一

貫

し

た

相

談

支

援

体

制

の

充

実

を

図

り

、

子

育

て

に

対

す

る

不

安

又

は

孤

独

感

を

感

じ

て

い

る

保

護

者

に

対

し

、

発

達

段

階

や

家

庭

環

境

等

に

応

じ

た

適

切

な

支

援

と

情

報

提

供

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 

２

 

町

は

、

子

ど

も

相

談

に

関

わ

る

事

案

に

つ

い

て

、

児

童

相

談

所

及

び

学

校

等

と

連

携

を

図

り

、
適

切

な

対

応

を

行

う

も

の

と

す

る

。 

（

健

全

育

成

施

策

の

充

実

）

 

第

十

四

条

 

町

は

、

子

ど

も

の

健

全

な

育

成

を

促

進

す

る

た

め

、

自

然

や

文

化

芸

術

に

親

し

む

こ

と

の

で

き

る

機

会

の

確

保

、

ス

ポ

ー

ツ

の

振

興

そ

の

他

必

要

な

施

策

の

充

実

を

図

る

も

の

と

す

る

。

 



第

四

章

 

推

進

体

制

 

（

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

事

業

計

画

の

策

定

）

 
第

十

五

条
 

町

は

、

第

九

条

か

ら

前

条

ま

で

に

規

定

す

る

各

施

策

を

総

合

的

か

つ

計

画

的

に

推

進

す

る

た

め

、

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

事

業

計

画

を

策

定

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

子

ど

も

・

子

育

て

会

議

の

設

置

）

 

第

十

六

条

 

町

は

、

前

条

に

規

定

す

る

計

画

の

審

議

、

点

検

及

び

評

価

を

行

う

ほ

か

、

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

六

十

五

号

）

第

七

十

七

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

務

を

処

理

す

る

た

め

、

聖

籠

町

子

ど

も

・

子

育

て

会

議

（

以

下

「

子

育

て

会

議

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

 

２

 

子

育

て

会

議

は

、

十

五

人

以

内

の

委

員

を

も

っ

て

組

織

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

者

の

う

ち

か

ら

、

町

長

が

委

嘱

す

る

。

 

一

 

学

識

経

験

を

有

す

る

者

 

二

 

福

祉

・

教

育

分

野

の

活

動

を

行

う

団

体

の

代

表

者

 

三

 

子

育

て

支

援

団

体

の

代

表

者

 

四

 

一

般

町

民

 

３

 

委

員

の

任

期

は

二

年

と

す

る

。

た

だ

し

、

委

員

が

欠

け

た

場

合

に

お

け

る

補

欠

委

員

の

任

期

は

、

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。
 

４

 

子

育

て

会

議

に

会

長

及

び

副

会

長

各

一

人

を

置

き

、

委

員

の

互

選

に

よ

り

選

出

す

る

。

 

５

 

会

長

は

、

子

育

て

会

議

を

代

表

し

、

議

事

そ

の

他

会

務

を

総

理

す

る

。

 

６

 

副

会

長

は

、

会

長

を

補

佐

し

、

会

長

に

事

故

が

あ

る

と

き

、

又

は

会

長

が

欠

け

た

と

き

は

、

そ

の

職

務

を

代

理

す

る

。

 

７

 

子

育

て

会

議

は

、

会

長

が

招

集

し

、

そ

の

議

長

と

な

る

。

 

８

 

前

各

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

子

育

て

会

議

の

組

織

及

び

運

営

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

町

長

が

別

に

定

め

る

。

 

附

 

則

 



（

施

行

期

日

）

 
１

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 
（

聖

籠

町

次

世

代

育

成

支

援

対

策

行

動

計

画

策

定

委

員

会

条

例

の

廃

止

）
 

２

 

聖

籠

町

次

世

代

育

成

支

援

対

策

行

動

計

画

策

定

委

員

会

条

例

（

平

成

十

六

年

聖

籠

町

条

例

第

五

号

）

は

、

廃

止

す

る

。

 

 


